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  児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 39条の規定に基づき、保育を必要とする 

こどもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする。 

 

 

 保 育 内 容   保育所保育指針（平成 29年 3月告示、平成 30年 4月適用）の 

内容、小平市立保育園の教育及び保育の内容に関する全体的な計画

に沿って、養護と教育を一体的に行う。 

・こどもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進すること

に最もふさわしい生活の場をつくる。 

            ・こどもの人権に十分配慮し、こども一人一人の意思及び人格を尊

重する。 
   

 保 育 理 念   こども一人一人を大切にし、保護者、地域にも最善をつくして、 

安心できる保育園を目指す。 
  

めざすこどもの姿    

 （ 保 育 目 標 ）              

 
  

 保 育 方 針    

 

 

 

  以上の内容に基づきながら、小平市立保育園は、以下のような保育に取り組んでいます。 

   

めざすこどもの姿（保育目標）や方針を達成するため、そして保育の質の向上ができる

よう、保育所保育指針を基盤として、こどもを中心に考え、一人一人の主体性を尊重した

保育を実践しています。 

  こどもの気持ちに寄り添い、こどもの視点から保育を考える「こども主体」である保育

となります。 

  こどもの気持ちは日々変わり、設定していた環境が合わなかったり、こどもの視点にう

まく対応できていたのかと考えたりすることもありますが、翌日も保育園を楽しみに登園

してくれるよう、日々、保育の振り返りを行っています。また、こどもの気持ちを大切に

しながら、行事等にも取り組み、当日までの過程を大切にしていきたいと思っています。 

  保護者の皆様も、お気づきの点等ございましたら、担任、または事務室までお声がけく

ださい。 

保育園の目的 

小平市立保育園 保育の内容等 

・心も体も元気な子 

・友達と楽しく遊べる子 

・自分で考え行動できる子 

 
・一人一人の気持ちを受け止め、こどもの発見や感動を大切にする。 

・遊びや生活を通して、ともに育ち合い充実感を持てるようにする。 

・こどもが自発的、意欲的に関われる環境を作る。 

 

子ども一人ひとりを大切にし、保護者、地域にも最善をつくして、安心できる保育園を 

めざす。 

保 育 理 念 



保育園での１日 

※ 年齢・季節・天候・年度によって異なります。 

主な行事   ※ 各園によって内容等が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 ０歳児 1,2歳児 3歳児以上 

7：15 

 

9；00 

 

9：30 

 

10：30 

11：00 

 

11：30 

 

 

 

14：30 

14：45 

15：30 

 

16：00 

 

18：15 

 

19：00 

開園・保育開始 

 

全員登園時間 

水分補給 

活動 

 

離乳食 

 

 

ひるね 

 

 

目覚め 

 

離乳食 

 

 

順次降園 

 

保育終了 

 

 

開園・保育開始 

 

全員登園時間 

 

おやつ 

活動 

 

給食 

 

 

ひるね 

 

 

目覚め 

 

おやつ 

 

順次降園 

 

延長保育 

 

延長保育終了・閉園 

開園・保育開始 

 

全員登園時間 

 

活動 

 

 

 

 

給食 

 

ひるね 

 

目覚め 

 

おやつ 

 

順次降園 

 

延長保育 

 

延長保育終了・閉園 

 内科健診 

 歯科健診 

 七夕    等 

 はじめましての会 

 保育参観 

 個別懇談 

引取り訓練  等 

春 夏 

 運動遊びの日（運動会） 

 遠足 

 保育参観  等 

 表現遊びの日 

 クリスマス会 

 お正月会・豆まき 

 卒園式   等 

秋 冬

湯 



 

 

  開園日     月曜日から土曜日 

開園時間    ７時１５分から１９時００分 

保育標準時間  ７時１５分から１８時１５分 

保育短時間   ８時３０分から１６時３０分 

休園日     日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）   

    ※ 保育標準時間、保育短時間の区分は、保護者の勤務時間・通勤時間によりどち 

らかに認定されます。上記の時間外で保護者の就労等で保育の必要がある場合は、 

延長保育をご利用ください。 (詳細は４ページをご参照ください。)  

     非常災害、その他保育が困難と思われた場合は、臨時休園となることがあります。 

 

   

①  お子さんの望ましい生活の流れから登園時間は９時頃までにご協力ください。 

（遅刻、欠席の場合は、８時３０分までに登降園システムで入力をお願いします。） 

② 送迎の時刻やお迎えの方が、変更になる時は必ずご連絡ください。 

③ 送迎は原則として保護者にお願いします。（小・中学生の送迎は、様々な危険がと

もないますので、ご遠慮ください。） 

④ お子さんが出てしまうことが考えられますので、通用門は閉め、鍵がある場合は必

ずかけてください。また送迎の際は職員に声をかけてください。 

 

 

①  園からの配布物 

       ・園 だ よ り……毎月１回配信 

       ・献 立 表……   〃   (全園共通献立です。) 

         ・その他のお知らせ……行事等必要に応じて配信 

②  日々の連絡 

・連 絡 帳……登降園管理システムで入力していただき、園での様子を配信い 

たします。 

      ・掲 示  板……掲示されるお知らせはよく目を通してください。 

③  緊急連絡 

・緊急連絡票は園と家庭との連絡に必要な書類です。記入もれのないようにまた、 

変更のあった場合はすみやかに連絡してください。 

 

 

 

 

 

 発熱その他緊急にご連絡する場合があります。当日、普段と違う場所に

行く場合は、連絡先を必ずお知らせください。また、勤務先の遠い方は対

応出来る方を決めておいてください。 

１ 開園日・開園時間及び休園日 

２ 送り迎え 

３ 家庭との連絡事項 



   

① ０ 歳 児 月齢に合わせ離乳食等 

 １～２歳児 昼食、おやつ（午前、午後） 

 ３～５歳児 昼食、おやつ（午後） 

      * 市立保育園は同じ献立で、毎月献立表を配信しています。 

   ② 食物アレルギーの方（医師の診断のあるもの）は個別にご相談ください。 

できるだけ対応をおこなっておりますが、お弁当持ちとなる場合もあります。 

④  毎日の献立のサンプルが展示してありますので見てください。 

 

 

保護者が居住する市町村が定める利用料が必要です。 

 

 
 

       保育標準時間（～午後 6時 15分）または保育短時間（午前 8 時 30分～午後 4時 30 分）

を越えて保育が必要となる場合、延長保育申込書と勤務時間等証明書、延長保育料が必

要です。 

①   保育標準時間の延長保育料   

午後 6時 15分から午後 7時 00分まで 

      児童１人につき  月額利用コース  月額 ２,５００円 

               日額利用コース  日額   ５００円 

     ② 保育短時間の延長保育料 

       （朝）午前 7時 15分から午前 8 時 30分まで 

       （夕）午後 4時 30分から午後 6 時 15分まで 

      児童１人につき １００円/１５分（朝・夕の利用時間は別々に算定されます。） 

 
 

 

３～５歳児の給食費（副食費）については、実費としてお支払いしていただきます。 

（０～２歳児は毎月お支払いしていただいている保育料に含まれています。） 

児童 1人につき  ４,５００円（月額） 

※３～５歳で年収３６０万円未満相当の世帯のこどもと、所得にかかわらず第 3子以降

のこどもについては、免除になります。（多子の算定は、同一世帯で小学校就学前の入

所（園）しているこどもの数で算定します。） 

 

 

 

  

 ４ 給食 

6 延長保育 

7 給食費（副食費） 

5 保育料 



 

 
保育園は抵抗力の弱いお子さんの生活の場です。安全・健康面については、園医、関係

機関と連絡をとりながら、日常の保健衛生等に特に留意しています。持病等のあるお子さ

んは、前もってお知らせください。 

 

①  健康診断 
年 2回、内科、歯科健診を行っています。 
（０歳児は毎月内科健診を行っています。） 

② 身体測定 
毎月、身長と体重を測りお知らせします。 

③ 薬の取り扱い 
原則として薬の取り扱いはできません。 
薬を飲まなければいけない状況の時は、病気とみなし、集団での保育は好ましくな 

いと考えます。病気の始まりや、最盛期にあるお子さんは、御家庭で治療、休養に努
めていただきたいと思います。 

ただし、医師からの指示書がある慢性疾患などはご相談ください。 
     ＊持参する薬について 
      ・薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処

方によって薬局で調剤したものに限ります。 
      ・使用する薬は１回ずつに分けて、当日分のみご用意ください。 

 ・袋や容器にお子さんの名前を書いていただき、事務室で薬の連絡票に記入して
ください。 

       ※ 主治医の診察を受けるときは、お子さんが現在○○時から○○時まで保育
園に在園していることと、保育園では原則として薬の使用ができないこと
をお伝えください。 

④ 予防接種 
集団生活ですので、ＢＣＧ接種は必ず受け、各種予防接種もできるだけ接種するよ

うお願いします。 

⑤  保育園や家庭での怪我や病気の対応 

医師の受診を必要
と認めたけが、病気
等の場合 

・保育園の近くで適切な医療機関に連れて行きます。 
・同時に、保護者に連絡をとりますので、症状に応じ、保育園ま
たは医療機関に直行していただきます。 

医師の受診を必要
と 認 めな か った 
場合 

・小さい怪我等の場合、保育園で応急処置をしますが、家庭でも
その後の経過をみて処置してください。医師の治療を受けた場
合は保育園に速やかに連絡してください。 

・登園後具合が悪くなった場合、保育園で休ませ、園児の様子を
見ながら保護者に連絡し、迎えにきていただきます。 

家庭で怪我や体の
具合が悪くなった
場合 

・怪我をした時、適切な処置をして集団保育が可能と考えられる
場合は登園し、症状を必ず連絡してください。 

・少しでも具合の悪い場合は登園後、急に症状が悪くなったり、
病気がぶり返したりする恐れがあるため、できるだけ登園を控
えてください。 

⑥  独立行政法人 日本スポーツ振興センター 
日々の保育の中で起こった怪我等に対処するために加入しています。 

この制度は、医療費総額５,０００円以上の人が該当し、治療済後約２～３か月後、 
給付されるものです。 
ただし、医療費の総額により該当しない場合もあります。 

⑦  お子さんの受動喫煙を防ぐためにも、建物も含めて敷地内は全面禁煙になってい 
ます。 

8 健康管理・怪我・病気等について 



 

 

学校保健安全法に準じた取り扱いを行います。 

登園する場合は必ず、保育園所定の意見書、または登園届を提出してください。（詳 

細は 8ページの乳幼児がかかりやすい感染症の一覧表を参考にしてください。） 

感染症が疑われる場合には感染が広がるのを防ぐため保護者の皆様に 

ご協力していただくことがあります。 

集団生活ですので、お互いに早期発見し、治療してください。 

 

 

個人情報の取り扱いについては、１３ページの「小平市立保育園における個人情報保 

護について」のとおり関係法令等に基づき対応いたします。 

児童福祉施設の性質上、以下の点に特にご留意願います。 

・保育園や保育士等には虐待防止法が規定する通告義務が課されており、児童を保護 

するため関係機関と連携を密にしながら対応をいたします。 

・感染症が発生した場合等、保健所等や関係機関との連携した対応をいたします。 

・保育所保育指針に基づき、保育所児童保育要録を作成し関係機関へ情報提供いたし 

ます。 

 
 

 

利用されるこどもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体 

  制の整備を行うとともに、その保育従事者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよ 

う努めています。 

 

 

保育内容を保護者にお知らせする場合や保育の質の向上のための研修事項として、市 

内保育施設等と検討を行う際は、園内で撮影した写真や動画を利用する場合があります。 

  

 

各市立保育園では、防犯のため、保育園の門近辺に防犯カメラを設置しています。 

 

 

保育施設を利用するためには、所定の保育要件が必要となります。 

退園や休園、その他家庭の状況が大きく変わる場合は、事前に保育園と保育課に連絡・

相談をお願いします。   

相談先 ： 小平市役所保育課 入園・認定担当 042-346-9601  

 

9 感染症と意見書・登園届 

10 個人情報の取り扱いについて 

12 写真等の利用について 

13 防犯カメラについて 

14 在園中の家庭状況の変化について 

11 虐待の防止のための措置 



 

  

小平市立保育園では、保護者の皆様からのご意見、ご要望に対する窓口(各園主任)、

解決責任者（各園長）を設け、サービスの向上に努めています。ご意見、ご要望、苦情

等のご相談は、各園の主任までお願いいたします。 

また、中立的な立場にある、第三者委員も置いていますので、第三者委員にもご相談 

いただけます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは、各保育園のご案内（重要事項説明書）をご覧ください。 

    

 

 

＊ この保育園のしおり（重要事項説明書）は大切に保管していただき、時々読み直し

てください。 

＊ お気づきの点やわからないことがありましたら、気軽に園長、主任、担任等におた

ずねください。 

 

 

 

 

 

15 保育園へのご意見、ご要望、苦情等について 

16 その他 

結
果
の
報
告 

報告 

利 用 者 （ 保 護 者 ） 

主 任 

（意見・要望等の受付担当者） 

園 長 

（意見・要望等の解決責任者） 
第三者委員 

意見・要望・ご相談 

報告 



【乳幼児がかかりやすい感染症一覧】 

病気が治って登園するときは医師の意見書が必要です。 

病  名 潜伏期間 症      状 注  意 登園のめやす 予防接種 

麻しん 

（ は し か ） 
10～12日 

① はじめの２～３日は、

熱、咳、鼻水、目やにな

ど、かぜのような症状。 

② いったん熱が下がり、再 

び高熱がでると同時に、 

全身に発しんがでる。 

③ 発しんが現れてからも、 

さらに３～４日間高熱 

が続き咳もでる。 

肺炎、脳炎、中耳炎、

熱性けいれんの合

併症に注意する。 

感染力が強くこど

もの病気としては

重い病気。 

１歳になったらな

るべく早く予防接

種を受ける。 

体温が平熱になり、

３日を経過してか

ら。 

定期接種 

ＭＲ（麻しん風しん 

混合ワクチン）接種 

風しんも予防できる。 

１期 １歳以上２歳未満 

２期 ５歳以上７歳未満かつ 

   小学校入学前の1年間 

緊急接種：医師に相談 

（麻しんの子と接触したとき、72

時間以内に接種することで発症の

予防、症状の軽減が期待できる） 

風しん 

 
14～21日 

発熱､発しん、耳、首の後ろの

リンパ節の腫れ。発熱の程度

は一般的に軽い。 

妊婦（特に妊娠前半

期）の感染に注意す

る。 

発しんが消えてか

ら。 

定期接種 

（МＲの接種・時期は同上） 

  水
すい

 痘
とう

 

（水ぼうそう） 
11～21日 

軽い発熱と共に赤い発しん

が出る。発しんは半日くらい

で水疱
すいほう

（水ぶくれ）になり､３

～４日で乾燥してかさぶた

になる。 

次々と新しい発しんが口の

中、頭皮、陰部
い ん ぶ

など全身に出

る。 

感染力が強い。 

かさぶたをかきこ

わさないように爪

を切る。 

抗ウイルス薬があ

る。 

妊婦（特に妊娠後

期）の感染に注意す

る。 

すべての発しんが 

かさぶたになって

から。 

定期接種 

１期１歳から 

２期１期接種後６か月から１２か

月したら 

緊急接種：医師に相談 

（水ぼうそうの子と接触したと

き、72時間以内に接種することで

発症の予防、軽減が期待できる。） 

流行性耳下腺炎
じ か せ ん え ん

（おたふくかぜ） 
14～24日 

発熱、片側ないし両側の耳下

腺（耳の下）の腫れと痛みが

ある。顎下
が っ か

腺
せん

や舌下腺（顎
あご

の

下）が腫れることもある。 

髄
ずい

膜炎
まくえん

や片側性の

難聴
なんちょう

の合併症を

おこすことがある。 

乳幼児は感染して

も症状が現れない

ことがある。 

耳下腺、顎下
が っ か

腺
せん

、舌

下腺の腫れが発現

した後5日を経過

し、かつ、全身状態

が良好になったら。 

任意接種 

１歳から 

合併症を予防するには予防接種が

有効。 

百日
ひゃくにち

咳
ぜき

 ７～10日 

かぜ症状から始まり、しだい

に咳が強くなり、顔を真っ赤

にして咳込むようになる。咳

こんで、吐くこともある。咳

は夜間に悪化する。 

生後早期でもかか

り６か月未満の子

は重症化しやすい。

生後３か月になっ

たらなるべく早く

予防接種を受ける。 

特有の咳が消失す

るまで。 

または、指示された

期間抗菌薬を服用

し感染の恐れがな

いと認められたら。 

定期接種 

４種混合または、５種混合 

（※１参照）として受ける。 

４回接種 

生後２か月から１歳に最初の３回

を接種する。 

 

※１  ４種混合（ジフテリア･破傷風･百日咳・ポリオ） 

５種混合（ジフテリア･破傷風･百日咳・ポリオ、インフルエンザ菌 b型）が 

令和６年４月より開始 

    



 

【乳幼児がかかりやすい感染症一覧】 

病気が治って登園するときは医師の意見書が必要です。 

病  名 潜伏期間 症      状 注  意 登園のめやす 予防接種 

咽頭
いんとう

結膜熱
けつまくねつ

 

（プール熱） 
５～７日 

高熱、のどの痛み、目の充血

涙目、目やに、さらに頭痛、

はき気、下痢などを伴うこと

がある。 

鼻水、唾液
だ え き

に、便な

どから感染する。 

タオルの共用はさ

け、排便時やオムツ

の扱いにも注意し

手洗いをしっかり

行う。 

プールのみで感染

するものではない。 

 

発熱、のどの痛み、目の充

血などの主な症状がなく

なって２日を経過してか

ら。 

無 

流行性角
かく

結膜炎
けつまくえん

 

（はやり目） 
５～12日 

目の充血、目やに、涙目など

がある。 

目やに、涙から感染

するので手洗いを

しっかり行い、タオ

ルは共用しない。 

ウイルスは症状が

おさまっても約1か

月排泄される。 

 

 

 

ウイルス 

目の充血の症状がおさま

ってから。 

無 

ポリオ ７～12日 

多くは無症状だが発熱を伴

うかぜ症状が現れ、その後、

無菌性髄
ずい

膜炎
まくえん

、急性弛緩性
しかんせい

ま

ひを合併することがある。 

流行地域に渡航す

る際は、注意が必要

である。 

感染のおそれがないと認

められたら。 

定期接種 

４種混合または、５種

混合（８ページ※１参

照）を生後２か月から

接種する。 

  結
けっ

 核
かく

 

感染後 

１～２か月

から一生涯 

肺結核では咳、痰、発熱で始

まりおよそ２週間以上続く。 

感染力が強く成人

から感染する危険

性が高い。 

乳幼児では 重 症
じゅうしょう

結核
けっかく

になることが

あるので早めに予

防接種を受ける。 

感染の恐れがないと認め

られたら。 

 

定期接種 

ＢＣＧワクチン 

生後５～８か月の期間

に 

１回接種する。 

 

腸管出血性 

大腸菌感染症 

（Ｏ157、Ｏ26、 

Ｏ111など） 

３～５日 

激しい腹痛、たびかさなる水

様便（ほとんど水のような下

痢）、さらに血便。 

発熱は軽度のことが多い。 

溶
よう

血性
けつせい

尿 毒 症
にょうどくしょう

症

候群、脳症の合併症

がある。 

症状がおさまり、かつ抗

菌薬による治療が終了

し、48時間あけて連続２

回の検便で菌陰性が確認

されたら。 

無 

日本脳炎 

 

 

６～12日 

日本脳炎ウイルスに感染

した蚊に刺されることに

よる脳炎。ほとんどの人は

無症状だが、まれに高熱、

けいれん、まひなどおこ

り、悪化することがある。 

日本だけでなく

東南アジア方面

にも広く分布す

る。 

感染の恐れがないと認

められたら。 

定期接種 

３歳から 

（希望者は生後 6 か

月から受けられる。） 

 

 

 



0 日目 

(発症日) 

【乳幼児がかかりやすい感染症一覧】 

病気が治って登園するときは、学校保健安全法に準じた取り扱いになっています。 

 医療機関にて【インフルエンザ】【新型コロナウイルス感染症】と診断された場合には保護者が 

それぞれの病名が記載されている【登園届】の記入が必要になります。 

 

病  名 潜伏期間 症      状 注  意 登園のめやす 予防接種 

インフルエンザ 1～４日 

突然の高熱､頭痛､筋肉や関

節の痛み､だるさ、鼻水、咳

などの全身症状が普通のか

ぜよりも強いのが特徴。 

急激に悪化し、脳症や肺炎

をおこすこともある。 

必ず受診し、医師の

治療を受け処方薬は

医師の指示通り使用

する。 

こどもは熱性けいれ

んや、中耳炎、脱水な

どもおこりやすい。 

発症した後５日を

経過し、かつ解熱し

た後３日を経過し

たら。 

任意接種 

生後６か月から 

13歳未満は２回接種 

 

新型コロナ 

ウイルス感染症 
3～5日 

無症状のまま経過すること

もあるが有症状者では発熱、

呼吸症状、頭痛、鼻汁、消化

器症状、味覚異常、嗅覚異常

がある。 

発症２日前から発症

後５日間が他人に感

染させるリスクが高

い。 

(7～10日間はウイル

スを排出している。) 

発症した後5日を経

過し、かつ、症状が軽

快した後1日を経過

すること。 

任意接種 

生後６か月から。 

 

【インフルエンザによる登園の目安】 

発症後 5 日を経過し、かつ、解熱後 3 日を経過するまで。（発症日・解熱当日は 0 日目と数えます。） 

発症 

期間 

発熱 

期間 

  

1 日目 

 

2 日目 

 

3 日目 

 

4 日目 

 

5 日目 

 

6 日目 

 

7 日目 

 

8 日目 

 

9 日目 

1 日間 熱あり 解熱日 平熱 平熱 平熱 平熱 登園可能    

2 日間 熱あり 熱あり 解熱日 平熱 平熱 平熱 登園可能    

3 日間 熱あり 熱あり 熱あり 解熱日 平熱 平熱 平熱 登園可能   

4 日間 熱あり 熱あり 熱あり 熱あり 解熱日 平熱 平熱 平熱 登園可能  

5 日間 熱あり 熱あり 熱あり 熱あり 熱あり 解熱日 平熱 平熱 平熱 登園可能 

 

  ０日目  
発症・検体採取日 

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 

１日間 症状有り 軽快日 症状軽快 症状軽快 症状軽快 症状軽快 登園可能  

２日間 症状有り 症状有り 軽快日 症状軽快 症状軽快 症状軽快 登園可能  

３日間 症状有り 症状有り 症状有り 軽快日 症状軽快 症状軽快 登園可能  

４日間 症状有り 症状有り 症状有り 症状有り 軽快日 症状軽快 登園可能  

５日間 症状有り 症状有り 症状有り 症状有り 症状有り 軽快日 症状軽快 登園可能 

無症状 検体採取 無症状 無症状 無症状 無症状 無症状 登園可能  

 

【新型コロナウイルス感染症による登園の目安】 

発症後 5日を経過し、かつ、軽快後１日を経過するまで。（発症日・検体採取日当日は 0日目と数えます。） 



 

【その他の感染症とこどもの病気】 

医師の意見書は不要ですが医師の診断をうけてから登園してください。 

病  名 潜伏期間 症      状 注  意 登園のめやす 予防接種 

突発性
とっぱつせい

発疹
ほっしん

 約10日 

典型的な症状は38℃以上の高熱

が３～４日間続き、熱が下がると

ほぼ同時に、からだに赤みのある

発しんが出る。発しんの出かたは

一定ではない。 

軟便になることがある。咳や鼻汁

は少なく発熱のわりにはきげん

がよい。 

熱性けいれん、脳炎、肝

炎、紫斑病
しはんびょう

、下痢などの

合併症に注意する。 

2回かかるこどももい

る。 

熱が下がって１日以

上経過し、全身状態が

良くなってから。 

無 

手足
て あ し

口病
くちびょう

 3～5日 

手のひら､足のうら､口の中､ひ

ざ､ひじ､お尻などに小さな水疱

ができる。発熱することもある。

発しんの出かたは一定ではない。 

回復後も3～4週間便の

中にウイルスが排泄さ

れるので注意する。 

何回もかかる。 

 

口内炎がひどいと食

事が摂れないことが

あるので、普段の食事

ができるようになり、

全身状態が良いこと。 

無 

伝染性
でんせんせい

紅斑
こうはん

 

（リンゴ病） 

 

10～20日 

軽いかぜ症状がおこり、その後、

頬
ほお

がリンゴのように赤くなり手

足に赤いはん点やまだら模様が

できる。発しんがなおっても、直

射日光に当たることや入浴によ

り発しんが再発することがある。 

関節炎、溶
よう

血性
けつせい

貧血、

紫斑病
しはんびょう

などの合併症に

注意する。 

妊婦の感染に注意する。 

全身状態が良いこと。

発しんが出るころに

はすでに感染力はな

くなっている。 無 

マイコプラズマ肺炎 14～21日 

咳が強く、熱も出ることが多いが

体力のある幼児では、微熱のこと

もある。 

熱が下がっても、３～４週間咳が

続く。 

乳幼児では肺炎の症状

が軽いことが多く、見落

とされることもある。 

症状が1週間以上続くと

きは受診し医師の診断

をうける。 

くりかえす咳や発熱

がおさまってから。 

無 

ヘルパンギーナ ２～４日 

突然の高熱､のどの痛み、口の中

に小さな水疱ができる。 

のどの痛みが強く、食事や水分が

とれないことがある。 

１～４歳頃に発病しや

すい。 

唾液
だ え き

や便から感染する

ので、手洗いに注意す

る。 

髄膜炎の合併症があか

る。 

熱が下がって１日以

上経過し、普段の食事

ができること。 無 

ウイルス性胃腸炎 

（感染性胃腸炎） 

ロタウイルス 

ノロウイルス 

アデノウイルス 

など 

１～３日 

発熱、はき気、おう吐
と

、下痢（黄

色～白色のことが多い）。 

おう吐、下痢が続くと脱水症にな

ることもある。 

感染力が強く、吐物や便

のあつかいには十分注

意する。 

手洗いをしっかり行う。 

けいれんや肝炎などの

合併症がある。 

おう吐、下痢の症状が

おさまり、普段の食事

ができるようになっ

てから。 

定期接種 

ロタウイルス

のみ 

溶連
ようれん

菌
きん

感染症
かんせんしょう

 ２～７日 

急な発熱､のどの痛みで発症し、

痒
かゆ

みのある発しんが出現するこ

ともある。ひろがり方や程度はさ

まざま。舌が赤くブツブツとなる

こともある。 

感染後、数週間してリウ

マチ熱や急性
きゅうせい

腎炎
じんえん

を合

併することがある。 

決められた期間抗菌薬

を内服する。 

抗菌薬内服後24～48

時間経過してから。 

無 



【その他の感染症とこどもの病気】 

医師の意見書は不要ですが医師の診断をうけてから登園してください。 

病  名 潜伏期間 症      状 注  意 登園のめやす 予防接種 

ＲＳウイルス感染症 ２～８日 

発熱、鼻水、咳、呼吸
こきゅう

困難
こんなん

、喘鳴
ぜんめい

（呼吸のたびにヒューヒュー、ゼ

イゼイと音がする） 

乳児期早期では細
さい

気管支炎
き か ん し え ん

、肺炎

をおこし入院が必要になること

がある。 

年長児や成人の感染者

は症状が軽く、気づかな

いうちに感染源になる

こともある。咳症状のあ

るときは乳児との接触

はなるべくひかえ、手洗

いをまめに行なう。 

重い呼吸器症状（呼

吸困難や喘鳴）がな

く、全身状態が良く

なってから。 

シナジスという

抗体を注射す

る。 

ハイリスク児

（早産児、基礎

疾患を有する乳

幼児など）が対

象。 

 

帯状
たいじょう

疱
ほう

しん 不定 

水ぼうそうにかかったあと、体内

に潜伏していたウイルスが、免疫

力が低下したときに活性化しお

きる。痛みを伴う小さな水疱が、

からだの片側にできる。顔や腰に

でることもある。 

 

水疱があるときは感染

力がある。水ぼうそうの

免疫を持たない子が接

触すると帯状疱しんで

はなく水ぼうそうを発

症する。 

すべての発しんが、

かさぶたになってか

ら。 

有 

（水ぼうそうの

予防接種を受け

る） 

 

 

伝染性膿痂
でんせんせいのうか

しん 

（ と び ひ ） 
２～10日 

湿しんや虫刺されなどをかきこ

わした部位に細菌が感染し水ぶ

くれやただれになる。 

次々と他の部位に感染していく。

発熱することもある。 

受診し治療する。（専門

は皮膚科）抗菌薬の軟膏

や飲み薬で治療する。 

爪を短くし、手を清潔に

保つ。液体がでていると

ころはガーゼでおおい

皮膚の清潔を保つ。 

発熱がなく、皮膚が

炎症をおこしている

部位をおおい、液体

が他の皮膚につかな

いように保護できる

状態になったら。 

（感染拡大の予防） 

無 

伝染性軟属腫
でんせんせいなんぞくしゅ

 

 

（水 い ぼ ） 

２～７ 

週間 

直径１～３mm程度のいぼ。表面が

光っていたり、真ん中がへこんで

いたりする。いぼの中にウイルス

がいる。 

 

かきこわし傷から出て

いる体液にさわると感

染する。 

 

受診しかきこわした

いぼをしっかりおお

う。 
無 

ウイルス性肝炎 

（A型、B型） 

 

２～６ 

週間 

 

急な発熱、全身のだるさ、はき

気、食欲の低下などから始まる。 

熱が下がり同時に黄疸がでるこ

ともある。 

 

近年、治りにくいウイ

ルスが海外から侵入し

てきている。 

 

 

医師の指示に従う。 

（肝機能が正常で

あること。キャリア

でも登園は差し支

えない。） 

 

 

定期接種（B型肝

炎ワクチンの

み） 

 

 

細菌性
さいきんせい

髄
ずい

膜炎
まくえん

 

（細菌による髄
ずい

膜炎
まくえん

の総称。原

因菌はインフ

ルエンザ菌、肺

炎球菌など） 

 

 

 

 

 

不定 

 

 

発熱、頭痛、おう吐などから

始まり、進行すると意識
い し き

障害
しょうがい

、けいれんなどがおこ

り、重症な髄
ずい

膜炎
まくえん

になること

もある。 

 

 

 

 

急速に進行すること

があるので注意を要

する。 

 

 

 

 

医師の指示に従

う。 

 

 

 

 

定期接種 

生後２か月から。 

インフルエンザ

菌 b型は５種混

合に含まれる。 

 

 

 

 

こどもの病気 

 

（川崎病について） 

 

 

 

 

 

 

川崎病 

（主に４

歳以下の

こどもに

増えてい

る原因不

定の病

気） 

特徴的な症状 

① 発熱 

② 手足の指が赤くかたく腫れ、のちに指の皮がむけてくる 

③ ふぞろいな形の発しん 

④ 目の充血 

⑤ 口唇の発赤、いちご舌 

⑥ 首の痛み 

⑦ ＢＣＧ接種部位の発赤 

注意 

後遺症
こういしょう

として、心臓に動脈
どうみゃく

瘤
りゅう

をお

こすことがあり、入院、治療が必要。 

左記の症状がそろわなくても早めに

受診し治療をうけることが大切であ

る。 

※予防接種は国の方針で変更になることがあります。情報を市役所でご確認ください。



 

小平市立保育園における個人情報保護について 

 

 

 

小平市立保育園では、保育園が取り扱う個人情報（こどもたち及び保護者）の重要性を認識し、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び小平市情報セキュリティポリシー

その他の関係法令を遵守し、個人情報の保護に努めます。 

 

 

①個人情報の取得と利用  

小平市立保育園は、個人情報の取得にあたり、利用目的及び利用方法をあらかじ

め通知、公表し、利用目的に従って情報の収集、利用を行います。 

 

②個人情報の第三者提供  

小平市立保育園は、法令に定められている場合を除き、保護者の方の同意を得るこ

となく個人情報を第三者に提供または開示しません。 

 

   ③個人情報の管理  

小平市立保育園は、個人情報の紛失、漏洩などがないよう適切に管理します。不要

になった個人情報は、確実に廃棄または消去します。 

 

④個人情報の開示など  

   小平市立保育園は、個人情報について、保護者から問い合わせ、開示、訂正、削除、

利用停止などの依頼があった場合には適切な対応をします。 

 

⑤規定の見直し  

   小平市立保育園は、個人情報を適切に保護するために規定を策定し、職員等に周知

徹底を図るとともに、継続的に見直します。 

 

⑥組織及び体制  

   小平市立保育園は、個人情報保護のための管理者を設置し、職員に対して教育、研

修を実施します。 

 

                   

  

平成２８年７月 



 

 

防災対策    ― 非常災害時に備えて － 

 

 私たちは東日本大震災を経験し、自然災害の恐ろしさを実感するとともに、防災に対する意

識も変わってきました。内閣府中央防災会議では、南関東地域の直下地震の切迫性は何ら変わ

ることなく、東海地震等の発生の危険と共に、大地震はいつ発生してもおかしくない状況にあ

るとされています。 

また地震だけではなく、集中豪雨、火山の噴火など「今まで経験したことのない」という言

葉を何度も耳にしました。 

保育園として、園児の安全を適切に守るため、大地震が発生した場合を想定して、園児の避

難、保護者への引渡し、連絡体制や、非常災害発生時における臨時休園等の基本的な考え方に

ついてまとめました。 

非常災害発生時には、この内容に沿って対応してください。 

 

【保育園の訓練】 

保育園では園児を地震や火災などの災害から守るため、園児が安全に避難できるよう、防

災頭巾を使用する等、避難訓練を毎月実施しています。また、保護者への引き取り訓練を行

います。できるだけ参加し、引き取り方法の確認をしてください。 

 

【地震発生時等】 

  〇 地震が発生した場合は以下の対応をいたします。 

    ・保育中に震度 5弱以上の地震が発生した場合は、お迎えに来てください。 

・登園前に震度5弱以上の地震が発生した場合は、休園の対応を取る場合もあります。

なお、園や周辺の被害状況を確認して安全に保育ができる場合は開園します。その

場合、登降園管理システム等を利用して保護者の皆様に連絡します。 

  〇 大規模地震対策特別措置法による警戒宣言が発令された場合 

    ・警戒宣言が発令されると解除されるまで保育園は、臨時休園となります。 

 

【保育園（園児）の避難場所】 

  地震が発生した場合、第１次の避難場所は各保育園の 園庭 となっています。地震によ

る被害の程度により、園庭から避難する必要があるときは、第２次避難場所として近くの 学

校等 に避難します。（避難の際は安全のため、防災頭巾の使用や食物アレルギーがあるお

子さんがベストを着用する等対応しています。） 

  



 

避難場所一覧 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊避難場所を変えなければならなくなったときは、保育園の門に張り紙をしてから 

移動をします。一度保育園に来ていただき、確認をしてください。 

 

 

【保護者への連絡方法】 

  大地震等が発生した場合、園児の安否や避難している場所などの情報の確認は、電話が通

じにくくなるなど様々のことを想定して、下記の方法で行います。園児を守ることに重点を

置く観点から、個別の電話連絡はいたしません。 

   ＊登降園管理システムを利用して、状況等をお伝えいたします。 

＊災害用伝言ダイヤル（171）や災害用伝言板（web171）にも園児の様子、避難場所など 

のメッセージを残します。 

 ・災害用伝言ダイヤル（171）や災害用伝言板（web171）は、避難所を開設するような 

大規模な災害の場合に、開設されます。 

・防災週間（8/30～9/5）、防災とボランティア週間（1/15～1/21）に、災害用伝言ダ 

 イヤル（171）や災害用伝言板（web171）の体験をしていただけます。 

  

【園児の引渡し等】 

  ○ 園児を保護者の皆様にお渡しするまで、保育園で責任をもってお預かりいたします。 

○ 保護者への引渡しは、園長が許可した後、担当保育士が引き取り人を確認した上で行

います。迎えにきた時は、無断でお子さんを連れて帰らずに、必ず担当保育士の確認

を受けてください。 

○ 通常のお迎えとは別に、災害時に迎えにくる方を予め園に知らせておいてください。

（勤務先が遠い、職業上の都合など保護者のお迎えが不可能となることが予想される方  

は、必ずどなたか決めて保育園にお知らせください。） 

○ 身元のはっきりしない方には、引渡しをいたしません。 

 

保育園名 第１避難場

所 

第２(いっとき)避難場所 第３(広域)避難場所 

大 沼 

園庭中央 

 小 平 市 立 小 平 第 七 小 学 校 校 庭 都立小平霊園 

喜 平 小 平 市 立 小 平 第 九 小 学 校 校 庭 都立小金井公園 

小 川 小 平 中 央 公 園 小平中央公園 

小 川 西 東京障害者職業能力開発校グラウンド 小平中央公園 

上 宿 小 平 市 立 上 宿 小 学 校 校 庭 小平中央公園 

上 水 南 小 平 市 立 小 平 第 三 小 学 校 校 庭 都立小金井公園 



 

 

○ 保護者のお迎えが遅れることが予想されますが、お子さんは最後まで保育園または避 

難所でお預かりいたします。 

○ 保護者への引渡しができなかったことを想定し、残った園児が宿泊できる準備を保育 

園でしております。（米・水・粉ミルク・哺乳ビン・離乳食・レトルトシチュー・ラ 

イスクッキー・調理器具・各種医薬品などを備蓄しています。） 

○ 災害時は徒歩又は自転車でのお迎えをお願いしております。 

〇 被害の状況により保育園以外の避難場所に避難する場合は、他の市民の方々も避難し

ているため、かなり混乱が予想されます。安全のため、各園とも避難先では園の使用

範囲をロープ等で確保し、園の目印（旗など）を掲げて表示します。 

 

【その他の非常災害時】    

  気象警報が発令等された場合は、以下の対応をいたします。 

  〇 警戒レベル３～５の発令もしくは、警戒レベル１～２の発令と同時に特別警報が発令

された場合は、臨時休園します。 

  〇 上記以外で、公共交通機関の計画運休（完全運休）の予定が発表された場合は、登園

自粛やお迎えの要請を行います。 

  〇 休園または、登園自粛やお迎えの要請を行う場合は、登降園管理システム等を利用し

て、保護者の皆様にお知らせします。 

     

 ※警戒レベル（警戒レベル１及び２気象庁が発表し、警戒レベル３～５は 

市から緊急の呼びかけをします。） 

警戒レベル５  緊急安全確保  

         警戒レベル４  避難指示 

         警戒レベル３  高齢者等避難 

         警戒レベル２  大雨・洪水・高潮注意報 

         警戒レベル１  早期注意情報 


